
北海道告示第10951号

北海道が令和２年度において補助金等を交付する事務又は事業、補助対象経費、補助率等を次のとおり定める。

また、次の表の左欄に掲げる事務又は事業に係る補助金等の交付の決定、補助金等の額の確定その他補助金等の交付に関する権限は、それぞれ同表の補助金等の交付に関する権限の委任欄に掲げ

る職にある者に委任する。

令和２年７月27日

北海道知事 鈴木 直道

（保健福祉部所管分 その７）

補助金等を交付する事 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提 補助金等の交

務又は事業の名称及び 補 助 対 象 者 補 助 対 象 経 費 補 助 率 等 付すべき関係書 付すべき関係書 出部数、提出期 付に関する権 摘 要

その目的又は趣旨 類 類 限及び提出先 限の委任

１ 地域医療支援体制構築 北海道医療計画 医療従事者派遣に要する経費のう 10分の10以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

事業費補助金 各別表に定める、 ち、次に掲げるもの 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式 提出期限 別に指示す

新型コロナウイルス感 救命救急センター 賃金、報酬、謝金、旅費、役務費（保 (寄附金その他 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

染症患者が増加した場合 及び二次救急医療 険料）、委託費（前記経費に該当する の収入金がある 保福第１の20号様式 別に指示する様式 提 出 先 保健福祉部

において、地域で維持す 機関、へき地医療 もの） ときは、補助金 保福第１の32号様式 地域医療推

る必要のある医療機能を 拠点病院、総合周 等の額の算定に （申請者が市町村の 進局地域医

担う医療機関に自院の医 産期母子医療セン 当たり、当該寄 場合を除く。） 療課

師等の医療従事者を派遣 ター、地域周産期 附金その他の収 別に指示する様式

する医療機関に対して支 母子医療センタ 入金の控除等を

援を行うことにより、救 ー、小児地域医療 行う。)

急医療等の地域医療体制 センター、小児地

を継続することを目的と 域支援病院に対

して、予算の範囲内で交 し、医療従事者を

付する。 派遣する医療機関

の開設者で厚生労

働大臣が適当と認

めるものとする。

２ ヘリコプター患者搬送 第三次救急医療 搬送体制整備を図るための設備整 10分の10以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式 提出部数 １部

体制整備事業費補助金 体制の充実を図る 備に要する経費のうち、次に掲げる 保福第１の16号様式 保福第１の30号様式 提出期限 別に指示す

新型コロナウイルス感 ため、北海道医療 もの （寄附金その他 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式 る日

染症患者をドクターヘリ 計画に基づき、知 備品購入費、需用費（消耗品費、 の収入金がある 保福第１の20号様式 保福第33号様式 提 出 先 保健福祉部

等のヘリコプターで搬送 事の要請を受けた 材料費） ときは、補助金 保福第１の32号様式 その他参考となるべ 地域医療推

できるようにすることに 病院の開設者が整 等の額の算定に （申請者が市町村の き書類 進局地域医

より、特に島しょ部やへ 備、運営するドク 当たり、当該寄 場合を除く。） 療課



き地における搬送、状況 ターヘリを配備し 附金その他の収 保福第33号様式

や重症度によっては都道 た救命救急センタ 入金の控除等を その他参考となるべ

府県を越えた搬送にも対 ーで、厚生労働大 行う。） き書類

応した搬送体制を整備す 臣が適当と認めた

るため、予算の範囲内で ものとする。

交付する。

３ 子育て支援対策事業 補助対象者が次の(1)から(4)まで 提出部数 １部 総合振興局長

「子育て安心プラン実 の事業を行う場合における当該事業 提出期限 別に指示す 又は振興局長

施計画」等の円滑な推進 に要する経費（当該事業ごとに補助 る日

を図るため、「北海道安心 対象経費欄に掲げる経費に限る。）。 提 出 先 総合振興局

こども基金」を活用して、 ただし、市町村が事業者に当該事業 又は振興局

保育所の計画的な整備等 費を補助等する場合にあっては、当 の保健環境

の実施、認定こども園等 該補助等の対象となる事業に要する 部社会福祉

の新たな保育の需要への 経費（当該事業ごとに補助対象経費 課

対応並びに小学校就学前 欄に掲げる経費に限る。）

の子どもの教育及び保育

に要する費用の無償化に

係る事務の円滑な実施を

通じて、子どもを安心し

て育てることができる体

制を整備することを目的

として、予算の範囲内で

交付する。

(1) 保育所緊急整備事業 市町村 保育所、幼保連携型認定こども園 ２分の１以内又 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式

において児童福祉施設としての保育 は３分の２以内 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式

を実施する部分等の整備に要する工 保福第１の20号様式 保福第266号様式

事費又は工事請負費及び工事事務 （寄附金その他 保福第265号様式 保福第268号様式

費、事業を行うにあたり必要な設計 の収入金がある 保福第267号様式 保福第269号様式

費、保育所の開設準備に必要な費用、ときは、補助金 保福第269号様式 別に指示する様式

新たに土地を賃借して保育所を整備 等の額の算定に 別に指示する様式

する場合に必要な費用、定期借地権 当たり、当該寄

契約により土地を確保し保育所を整 附金その他の収

備する場合に必要となる権利金や前 入金の控除等を

払地代などの費用、特殊附帯工事に 行う。）

必要な工事費又は工事請負費、解体

撤去に必要な工事費又は工事請負費



及び仮設施設整備に必要な賃借料、

工事費又は工事請負費

(2) 小規模保育整備事業 市町村 小規模保育事業所の整備に要する ２分の１以内又 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式

工事費又は工事請負費及び工事事務 は３分の２以内 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式

費、事業を行うにあたり必要な設計 保福第１の20号様式 保福第266号様式

費、小規模保育事業所の開設準備に （寄附金その他 保福第265号様式 保福第268号様式

必要な費用、新たに土地を賃借して の収入金がある 保福第267号様式 保福第269号様式

小規模保育事業所を整備する場合に ときは、補助金 保福第269号様式 別に指示する様式

必要な費用、定期借地権契約により 等の額の算定に 別に指示する様式

土地を確保し小規模保育事業所を整 当たり、当該寄

備する場合に必要となる権利金や前 附金その他の収

払地代などの費用、特殊附帯工事に 入金の控除等を

必要な工事費又は工事請負費、解体 行う。）

撤去に必要な工事費又は工事請負費

及び仮設施設整備に必要な賃借料、

工事費又は工事請負費

(3) 認定こども園整備事 市町村 幼保連携型認定こども園において ２分の１以内又 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式

業 学校としての教育を実施する部分、 は３分の２以内 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式

保育所型認定こども園の幼稚園機能 保福第１の20号様式 保福第266号様式

部分、幼稚園型認定こども園の保育 （寄附金その他 保福第265号様式 保福第268号様式

所機能部分等の整備に要する工事費 の収入金がある 保福第267号様式 保福第269号様式

又は工事請負費及び工事事務費、特 ときは、補助金 保福第269号様式 別に指示する様式

殊附帯工事に必要な工事費又は工事 等の額の算定に 別に指示する様式

請負費、事業を行うにあたり必要な 当たり、当該寄

設計費、解体撤去に必要な工事費又 附金その他の収

は工事請負費及び仮設施設整備に必 入金の控除等を

要な賃借料、工事費又は工事請負費、行う。）

施設の改修等に必要な費用

(4) 幼児教育・保育無償 市町村 市町村における幼児教育・保育の 10分の10以内 保福第１の２号様式 保福第１の２号様式

化円滑化事業 無償化の実施及び無償化の実施に伴う 保福第１の18号様式 保福第１の31号様式

システム改修及び設備整備を行うため （寄附金その他 保福第１の20号様式 保福第266号様式

に必要な超過勤務手当、管理職員特別 の収入金がある 保福第265号様式 別に指示する様式

勤務手当、給料及び超過勤務手当以外 ときは、補助金 別に指示する様式

の諸手当（会計年度任用職員及び臨時 等の額の算定に

的任用職員（臨時の職に関する場合に 当たり、当該寄

限る。以下同じ。）に関するものに限 附金その他の収



る。）、報酬、職員旅費、需用費（消 入金の控除等を

耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費 行う。）

及び光熱水費）、役務費（通信運搬費、

広告費、手数料等）、共済費（会計年

度任用職員及び臨時的任用職員に関す

るものに限る。）、報償費、委託費、

使用料及び賃借料、工事請負費（シス

テム改修等に関するものに限る。）、

備品購入費（システム改修等に関する

もの以外は取得価格10万円未満のもの

に限る。）、負担金（システム改修等

に関する共同開発によるものに限る。）

４ 看護師等養成所遠隔教 道内の看護師等 （１）新型コロナウイルス感染拡大 ２分の１以内 保福第1の6号様式 保福第1の6号様式 提出部数 1部

育環境整備事業 養成所（学校教育 に対応するための遠隔授業を実施す 保福第1の16号様式 保福第1の30号様式 提出期限 別に指示

保健師助産師看護師法 法（昭和22年法律 るために必要な設備整備費（遠隔授 （寄附金その他 保福第1の18号様式 保福第1の31号様式 する日

に基づき指定を受けた保 第26号）第１条に 業実施に係るシステム・サーバー等 の収入金がある 保福第1の20号様式 別に指示する様式 提 出 先 保健福祉部

健師、助産師、看護師及 規定する学校、保 の購入費、遠隔授業を行うために使 ときは、補助金 保福第1の32号様式 地域医療推

び准看護師の養成所（以 健師助産師看護師 用する設備（パソコン、カメラ、マ 等の額の算定に 別に指示する様式 進局医務薬

下「看護師等養成所」） 法第21条第４号の イク及びこれらの付属品等）の購入 当たり、当該寄 務課

における遠隔授業の実施 看護師養成所（通 費） 附金その他の収

に必要な通信環境等の整 信制の課程に限 （２）インターネット回線への接続 入金の控除等を

備によって看護基礎教育 る。）、防衛省、 機器（無線ＬＡＮ、可搬型通信機器 行う。）

の充実等を図り、近年の 学校法人及び地方 （モバイルWi-Fiルーター等）の購

高度、専門化した医療に 自治体が設置する 入費（通信費用は除く。）

対応できる高い技術力を 看護師等養成所は（３）インターネット回線に接続し、

持つ看護職員を養成する 除く。）を設置す 複数の情報機器端末を介して双方向

ことを目的として、予算 る者。 送受信を行う等遠隔授業の実施にあ

の範囲内で補助する。 たり必要となるソフトウェアの購入

費


